
海岸保全基本計画の概要

平成11年の海岸法改正で創設されたもので、国が定めた「海岸保全基本方針」
に基づき、沿岸ごとに都道府県知事が策定すべき“防護・環境・利用の調和の
とれた海岸管理を行うための計画”

○ 災害からの海岸の防護

○ 海岸環境の整備及び保全

○ 海岸における公衆の適正な利用の確保

写真：Google earth
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沿岸名 公表時期 変更理由等

遠州灘沿岸
（伊良湖岬～御前崎）
※愛知県と共同策定

平成15年７月
平成19年８月（変更）静岡県
平成23年２月（変更）愛知県
平成27年12月（変更）

海岸保全基本方針の公表
軽微な変更
軽微な変更
津波防災地域づくりに関する法律の
制定及び海岸法の一部改正

駿河湾沿岸
（御前崎～大瀬崎）

平成14年６月
平成18年２月（変更）
平成26年７月（変更）

平成27年12月（変更）

海岸保全基本方針の公表
整備に関する事項を一部変更
津波防災地域づくりに関する法律の
制定
海岸法の一部改正

伊豆半島沿岸
（大瀬崎～神奈川県境）

平成15年７月
平成26年７月（変更）

平成27年12月（変更）

海岸保全基本方針の公表
津波防災地域づくりに関する法律の
制定
海岸法の一部改正
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■これまでの経緯



海岸保全基本計画の記載事項と今回の変更（３沿岸共通）

2

■気候変動の長期的な影響を踏まえた対策への転換を追記

■防護の目標の見直し
気温 ２℃上昇シナリオ（RCP2.6）における 2100 年時点の気

候を想定し、防護水準の更新と段階的な施設整備の実施を追加
●防護水準の見直し
☆津波

気候変動による平均海面の上昇を考慮した想定津波による
施設整備目標に更新
☆高潮

気候変動による平均海面の上昇や台風の強大化等を考慮し
た潮位や波浪による施設整備目標に更新
☆侵食

将来予測を踏まえた順応的な砂浜の管理を追記
●段階的な施設整備の実施の追加

目標年となる2100年に向け段階的な施設整備を実施してい
く旨を追記

■防護の目標の見直しに伴う変更（施設整備の種類や規模等）

■静岡県３沿岸の基礎データの更新
海岸保全施設の整備状況、災害の発生状況、生態系、水質、

人口、産業、歴史、景観、交通、観光、利便性等
■気候変動を含む社会情勢の変化を踏まえた更新
SDG’s、生物多様性、カーボンニュートラル等環境利用

面での変化、静岡県独自のソフト対策や環境保全への取組等

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方提言(R2.7)、気候変動を踏まえた「海岸保全基本方針」(R2.11)、
海岸保全施設の技術上の基準を定める省令の改正(R3.7)、気候変動を踏まえた計画外力の設定方法に
関する技術的助言(R3.8)等に基づき、気候変動を踏まえた「海岸保全基本計画」に変更する。

■気候変動を踏まえた施設整備に際し配慮すべき事項等を追記


